
手続きフロー(既存事業場) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

越谷市廃棄物指導課 事業者 

従
前
の
屋
外
保
管
事
業
者
で
あ
る
旨
の
届
出 

受付 届出 

関係各課に対し各種法令 

に係る適合状況等を照会 

助言・指導について情報提供 

周辺住民等への周知 

既
存
屋
外
保
管
事
業
場
に
関
す
る
届
出 

受付 届出 

※条例附則 7 
受け付けた時点で 

許可を受けたもの 

とみなす 

※関係各課と協議し、 

各種法等に適合する 

よう助言・指導を取 

りまとめ 

庁内協議会 

みなし許可の有効期間、 

助言・指導等を通知 
受領 

助言・指導への適合作業 

※令和 6年 12月末までに実施 

必要に応じ関係各課による既存屋外保管事業場の現地調査 

※事業者の立会いのもと調査 

受領 

助
言
・
指
導
あ
り 

助言・指導への適合作業 

助言・指導あり 

条例附則 5 

条例附則 8 

条例附則 6 

※期限：令和 6年 12月末 

※期限：令和 6年 9月末 


